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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 6 月 3 日 ( 2 0 2 2 . 6 . 3 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
対 物 レ ン ズ を 介 し て 被 検 眼 の 眼 底 へ ス リ ッ ト 状 の 照 明 光 を 照 射 す る 照 射 光 学 系 、 前 記 照 射  
光 学 系 と 前 記 対 物 レ ン ズ を 共 用 し 、 更 に 、 前 記 照 明 光 の 眼 底 反 射 光 に 基 づ く 眼 底 の 像 が 形  
成 さ れ る 撮 像 面 を 有 す る 受 光 光 学 系 、 お よ び 、 走 査 部 、 を 含 む 撮 影 光 学 系 と 、
前 記 撮 影 光 学 系 は 、 前 記 ス リ ッ ト 状 の 照 明 光 を 形 成 す る た め 、 ま た は 、 眼 底 上 に 局 所 的 な  
撮 影 領 域 を 形 成 す る た め 、 の 絞 り を 更 に 備 え て お り 、
前 記 対 物 レ ン ズ お よ び 前 記 視 度 補 正 光 学 系 の 両 方 に 関 す る 眼 底 共 役 位 置 と は 異 な る 位 置 に
前 記 絞 り が 配 置 さ れ た 状 態 で 眼 底 画 像 を 撮 影 す る 、 眼 底 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 視 度 補 正 光 学 系 は 、 前 記 照 射 光 学 系 に お け る 視 度 補 正 量 で あ る 照 射 側 補 正 量 と 前 記 受  
光 光 学 系 に お け る 視 度 補 正 量 で あ る 受 光 側 補 正 量 と 、 を そ れ ぞ れ 独 立 に 調 整 可 能 で あ り 、
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 眼 底 画 像 を 撮 影 す る 際 に 、 前 記 視 度 補 正 光 学 系 を 制 御 し 、 前 記 照 射  
側 補 正 量 と 前 記 受 光 側 補 正 量 と を 互 い に 異 な る 値 に 設 定 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 眼 底 撮 影 装  
置 。
【 請 求 項 ３ 】
対 物 レ ン ズ を 介 し て 被 検 眼 の 眼 底 へ 照 明 光 を 照 射 す る 照 射 光 学 系 と 、
前 記 対 物 レ ン ズ を 前 記 照 射 光 学 系 と 共 用 し 、 更 に 、 前 記 照 明 光 の 眼 底 反 射 光 を 受 光 す る 受  
光 素 子 を 有 す る 受 光 光 学 系 と 、 を 有 し 、
前 記 受 光 素 子 か ら の 信 号 に 基 づ い て 眼 底 画 像 を 取 得 す る 眼 底 撮 影 装 置 で あ っ て 、
前 記 照 射 光 学 系 に お け る 視 度 補 正 量 で あ る 照 射 側 補 正 量 と 前 記 受 光 光 学 系 に お け る 視 度 補  
正 量 で あ る 受 光 側 補 正 量 と 、 を そ れ ぞ れ 独 立 に 調 整 す る 視 度 補 正 光 学 系 と 、
前 記 視 度 補 正 光 学 系 を 制 御 し 、 前 記 照 射 側 補 正 量 と 前 記 受 光 側 補 正 量 と を 互 い に 異 な る 値  
に 設 定 す る 制 御 手 段 と 、 を 備 え る 眼 底 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 制 御 手 段 は 、 被 検 眼 の 瞳 孔 の 大 き さ を 考 慮 し て 、 前 記 視 度 補 正 光 学 系 を 制 御 す る 、 請  
求 項 ２ 又 は ３ 記 載 の 眼 底 撮 影 装 置 。
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